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はじめに 

 

米国の関税措置、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、中東

情勢の不安定化などは、わが国を含む世界経済に大きな影響を与

えている。県内でも物価高騰等を通じて家計や中小・小規模事業

者の経営が圧迫されており、激変緩和策に加え、継続的かつ機動

的な支援が求められる。 

中長期的に見ても、本県が直面する最重要課題は人口減少と超

少子高齢化である。本県の総人口は令和２年の７３４万人をピー

クに減少に転じ、令和２２年には７００万人を下回り、高齢化率

は約３４％に達すると見込まれ、税収の減少や社会保障費の増大

は、本県財政に大きな影響を及ぼすであろう。とりわけ生産年齢

人口の減少は、地域の担い手不足を加速させるなど、本県の社会

経済構造に大きな変革が求められる。 

そこで、埼玉県議会自由民主党議員団は、こどもまんなか社会

の実現に向け、一人ひとりの多様性を尊重しつつ、子ども・若者

の教育環境の充実と子育て世代に寄り添う支援を強力に推進する

「人への投資」を進める。また、県経済の大動脈となる県内アク

セス道路の整備、県民が求めるインフラ・施設の整備、新たな時

代に適応した県庁舎や地域機関の再整備による「強靭な県土づく

り」を推進し、さらに「ＤＸと行政改革」を加速する。これらに

より、持続的な経済成長と地域社会の自律的発展を実現し、力強

い消費を喚起して、経済の好循環を確立するべく、ここに政策大

綱を提言する。 
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１.自民党が目指す埼玉県の将来像（総括的事項） 

 

 

① 「人への投資」の推進 

 

・埼玉県こども・若者基本条例を踏まえ、「こど

もまんなか社会」の実現に向けた、子育て世帯に

対する切れ目のない支援に対し、予算の拡充をす

ること。 

 

・デジタルを活用し、保護者に対してプッシュ型

で情報提供するなど、子育て支援メニューの見え

る化を進めること。 

 

・こども・若者が安全で安心して過ごし、自分ら

しくいられる居場所を確保するため、ユニバーサ

ル型及びターゲット型を問わず、地域のニーズや

特性を考慮して、こども・若者の意見を反映した

居場所づくりを推進すること。 

 

・私 立 学 校 の 健 全 運 営及 び 保 護者 の 経 済 的 負 担

の 軽 減 等 を 図 るため、更なる助成の充実を図るこ

と。 

 

・介護や保育に従事する職員の確保・育成・定着・

離職防止のため、処遇改善への支援を確実に実施

すること。 

 

・埼玉県ケアラー支援条例に基づき、ケアラー及

びヤングケアラーの支援に努めること。 

 

・埼玉県引きこもり支援に関する条例に基づき、

引きこもり状態にある方が相談できたり、そうし

た方に伴走可能な団体を拡充させること。また、
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そうした団体の周知を図ること。さらに、各団体

の特徴を活かした形で、県全体でなく圏域（ブロ

ックごと）での団体間のつながりづくりを支援し、

その役割をわかりやすく広めていくことで、ひき

こもり状態にある者及びその家族が身近なところ

で必要な支援を受けられる仕組みを整えるよう努

めること。 

 

・県内病院での医師不足と地域偏在化の解消を図

ること。看護職員及び看護補助員や理学療法士等

の医療従事者の確保・定着を図ること。 

 

・東京都への医療・保育・介護等の人材流出の解

消、予算格差の是正を国に求めること。 

 

 

② 「強靭な県土づくり」の推進 

 

・防災や減災に戦略的に取り組む県土強靭化を推

進し、災害に強い街づくりを進めること。また、

頻発・激甚化する水害等に対し、防災・減災が主

流となる社会を目指し、下水道整備も含め水害リ

スクに備えた街づくりを進めること。 

 

・埼玉版 FEMA について、災害想定シナリオの状況

設定や連携すべき関係機関のバリエーションを工

夫すること。また、災害発 生 時 に 障 害 をお 持 ち の

方 な ど 様 々 な 県 民 が 被 災 す る 可 能 性 を踏まえて、

シナリオを検討すること。 

 

・公共事業の取組に当たっては、品質の確保と競争

の原理に基づく入札制度の実施に努め、最低制限

価格の設定を行うこと。また、県内中小企業の受

注機会の拡大と県産品の最大限の活用のため、地元
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業者への発注や分離・分割発注、発注・施工時期の

平準化と適正な工期の確保、公正な設計変更と工事

検査の実施を図ること。 

 

・工 事 請 負 契 約に 係 る 低 入 札価 格 調 査 基 準 中 央

公 共 工 事 契 約 制 度 運 用 連 絡 協 議 会 モ デ ル に お

け る 調 査 基 準 価 格 の 引 き 上 げ を速やかに行い、

災害時に対応可能な地元業者の育成を図ること。 

 

・機動的な財政出動の観点から、公共事業予算を

増大させること。社会基盤は県民生活の向上に大

きく寄与することから、必要な事業に対しての予

算確保を強力に推進すること。 

 

・投資的経費については、シーリングを設けず必要性

を十分鑑みて前倒しで事業を推進すること。また、

県の技術系職員を増員し、市町村の技術系職員不

足の支援を図ること。 

 

・防災力向上のため、情報収集に必要な Wi-Fi 環境

を整備するととも に、IoT やビッグデータ・AI・DX・

ドローンなど先端技術を積極活用すること。 

 

・県内鉄道網の輸送力強化に向け、各鉄道の延伸

については、県として早期着工や延伸に向けて

の取組に努める こと。 JR 川越線等既存の鉄道につ

いては、複線化・車両編成増加等の施策実 現に努

めること。 ま た 、 JR 羽田空港アクセス線西山手ル

ートの事業化推進を図ること。 

 

・県庁の建替えについては、現在地での建て替え

と移転する場合の必要経費の差を算出するととも

に、完成までのスケジュールを明確にし、早期に

実施設計まで進めること。 
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・地域機関の建替えについては、地域機関の在

り方などを総合的に検討しつつ、建替え時期の

平準化を踏まえ、着実に推進すること。 

 

・埼玉版スーパーシティプロジェクトについては、

市町村と民間 企 業 等 を つ な ぐ マ ッ チ ン グ 機 会 の

更 な る 増 加 を 図 る と と も に更なる人的及び財政

的支援の強化を図ること。また、予算の上限を各

施策の規模によって見直し、国の補助金との連携

も視野に入れること。 

そして、ガバメントピッチとの予算・研究費の紐づ

けを行い、マッチングの実現と事業化に向けて精度

を上げること。 

 

   ・昨年、夏の暑さが例年になく厳しいものとなっている。建

築土木の現場では、安全管理上適切な休息を取ることが必要

になり、かつ酷暑に対する装備を行うことが必須になってい

る。こうした現実を踏まえ、公共工事の積算に当たっては、

夏が工期に含まれる工事に対し、暑さ対策を十分に考慮した

工期設定や積算を適切に行うこと。 

 

 

③ 「Ｄ Ｘ と行政改革」の推進 

 

・情報システム統合基盤の安定運用を図るととも

に、統合基盤上 の シ ス テ ム の 県 市 町 村 共 同 ク ラ

ウ ド へ の 移 行 を 適切 に 進 め ること。合わせて、行

政手続きの電子化を進め、県民の利便性の向上や

経費削減を図ること。また、国が進める「地方公

共団体の基幹業務システムの統一・標準化」の推

進のため、市町村を支援すること。 

 

・鶴 ヶ 島 ジ ャ ンク シ ョ ン 周 辺 地 域再 生 整 備 基 本

計 画 を 着 実 に 実行すること。その中で、超スマー
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ト社会への取組を行う企業を支援・拡充するため

の「産業支援施設」や「ロボティックスセンター」

を整備するとともに、産業集積を目指した取り組

みが進んでいることを踏まえ、計画内容をアップ

デートし、全国に発信できる整備を実現させるこ

と。 

 

・県職員数の適正化を図るとともに、中途採用も

含め民間経験者等を積極的に採用すること。 

 

・予算編成に当たっては、EBPM（ 証拠に基づく政策

立案）を推進し、各種事業の原資となる税金・公金

が効果的に充てられるよう努めること。 

 

・電子申請・届出サービス・施策ＰＲ 等をはじめとした

行政手続き等を１ ０ ０％ 電子化すること。また、ワンス

オンリー申請シス テ ム の 構 築 や バ ッ ク オ フ ィ ス 連

携 に よ る 添 付 資 料 の 省 略 等 を一体的に推進し、

更なる利便性の向上に取り組むこと。 

 

・持続的発展と将来負担を考慮した上で、県債を

さらに活 用した 積 極 的 な イ ン フ ラ 投 資 を 行 う こ

と。 

 

・ナショナルミニマムとして国が行うべき施策で

あっても、それが実現するまでの間、県民に不利益

を生じさせないために、県独自の予算措置を行える

よう、その必要性・優先順位等を財源のバランス

も考慮しつつ、積極的に取り組むこと。 

 

・人 口 減 少 な どに よ り 財 政 力 が弱 い 市町 村 の 行

政 サ ー ビ ス を 低下させないよう、広域的な連携や

取り組みを県が主導して進めること。 
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④ 「埼玉県議会提案」の着実な推進 

 

・「埼玉県５か年計画」を着実に推進すること。特に、

県議会において追加提案した重点推進課題につい

ては、迅速に対応すること。 

 

・各施策の進捗状況を確認し、その評価結果を踏 

まえて施策の進め方について必要な見直しを行う

とともに、予算や組織、事業 の 実 施 方 法 に 反 映 し 、

PDCA サイクルに基づき計画を着実に推進すること。 

 

・県議会において制定した議員提案政策条例につ

いて、条例制定趣旨に則り着実な執行を図ること。 
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２． 部局別 施策 

 

【２．企画財政部関係】 

 

1.  東京事務所は国会、中央省庁関係機関との連絡調

整・情報収集など重要な業務を担っていることから、

交際費等、事務所業務に必要な経費の充実を図るこ

と。 

 

2.  基地対策においては、周辺自治体と連携した要望活動

のみならず、災害対策や防災対策における共同訓練や

情報共有等を積極的に行うことで、基地との更なる連

携強化と安全対策を図ること。 

 

3.  埼玉県５か年計画の進捗状況に関しては、特に重要

な事項であることから県民・議会への報告を適宜行う

こと。 

 

4.  政策の形成に関する調査及び研究に関しては、特に縦

割りを廃し、窓口の一元化をするなど、部局横断型行

政の強化を図ること。 

 

5.  公営企業会計の利益については、県民に還元できる

よう努めること。 

 

6.  ３基金（財政調整基金、大規模事業推進基金、県債管理

基金） については、危機管理等に対応できるよう埼玉

県の財政規模に見合った適切な残高を確保すること。 
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7.  臨時財政対策債については、国に対し早期廃止を求

めること。 

 

8.  物価や賃金の上昇を踏まえ、適正な資材価格や労務単価

を反映した積算に基づき、予算措置を行うこと。 

 

9.  予算編成に当たっては、前例を踏襲した受動的な方

針に捉われることなく、未来を見据えた積極的投資を

行うこと。 

 

10.  新たな感染症の発生等により、国が一定の医療提

供体制の確保等を求める場合は、十分な財政措置を

講じることを国に求めるとともに、実効性ある対策を

講じること。 

 

11.  DX 推進計画による県民の利便性向上の早期実現のた

め、ロードマップに位置付けられた取組を着実に実

行するとともに、情勢変化を反映した実効性あるロ

ードマップとなるよう絶えずブラッシュアップを行

い、最新情報の発信に努めること。 

 

12.  IoT やビッグデータ・AI の活用を促進すると共に、

国と民間とのデータ連携を進め、行政サービスの向上

を図ること。 
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13.  バーチャル埼玉については、県民が利用しやすい機能を拡

充し、利用者数の増加を図ること。 

 

14.  DX 推進計画を着実に進めるため、必要な専門職員等

の人材を確保するとともに、職員のさらなる育成に努

めること。また、県民のデジタル意識の改革につな

げるため、県民がデジタル技術の活用を実践する機

会の提供に努めること。 

 

15.  電子入札共同システムの再開発や税務事業におけるDX推進な

ど、県民が直接利用する事務のDX推進にあたっては、その初段階

から実際に利用する事業者や団体の意見を取り入れ、実用性の高

いものとしていくこと。 

 

16.  指定管理者制度については、地域課題の解決に対す

る貢献度の高い事業者が受託しやすい環境を整えるた

め、物価高騰や人件費増など必要な経費を考慮した適

正な管理コストを算定すること。 

 

17.  職員の定数管理については、必要な職員数の確保

及び適切な人員配置を行うこと。 

 

18.  各省庁・市町村・企業との人材交流を積極的に行

うことで、相互の連携を図り、県全体の発展に尽力す

ること。 
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19.  マイナンバーカードの保有枚数率が全都道府県の

中でも下位にとどまっていることに鑑み、マイナン

バー制度を効果的に普及・運用するための施策を講

じること。また、市町村におけるマイナンバーカー

ドの普及拡大に向けた制度導入を支援すること。 

 

20.  国が進める「地方公共団体の基幹業務システムの統

一・標準化」の推進のため、市町村を支援すること。 

 

21.  個人情報流出などの事故が発生しないよう、情報セ

キュリティ研修や情報セキュリティ監査を続けるこ

と。また、市町村における情報セキュリティ対策を支

援すること。 

 

22.  自衛官の募集に関して、自衛隊の諸活動に県民がよ

り理解が深められるような情報発信、広報を含めたサ

ポートに努めること。 

 

23.  地域の活力維持や地域経済の活性化、担い手の確保

を進めるため、市町村と連携し移住促進施策を推進す

るとともに二地域居住の促進を通じた関係人口の増加

を図ること。 

 

24.  投票率の向上に向けて、計画的かつ効果的な広報を

行うこと。また、住民利便性の高い場所への期日前投

票所の設置促進に向けて、市町村に働きかけるととも

に適切な財政措置を行うこと。 
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25.  人身事故解消のために駅の利用客数に関わらず、ホ

ームドア設置や立体交差化など早期の安全対策を確立

すること。 

 

26.  超高齢社会と言われる本県において、地域公共交通

の進化と確立は喫緊の課題である。中長期的視点を持

って事業者支援を充実し、交通難民化を防ぐよう努め

ること。 

 

27.  県は都県境や市町村をまたぐ広域的な交通網を確保

し、県民の日常生活を支えているバス路線の維持・整

備をすること。さらに市町村や地域住民による自主的

な取組を支援すること。 

 

28.  JR 川越線・JR 八高線・東武アーバンパークラインやJR 

埼京線など鉄道網の輸送力強化に向け、複線化などの実現

に努めること。 

 

29.  つくばエクスプレスについては、８両編成化と東京駅延

伸の早期実現に努めること。 

  

30.  埼玉高速鉄道線については、まずは浦和美園駅から

岩槻駅までの延伸を早期に着工出来るように努めるこ

と。また、埼玉スタジアム駅(仮称) の完成に向けて、事業推

進を図ること。 
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31.  東京 12 号線、東京８ 号線、日暮里・舎人ライナー、多摩都

市モノレールの延伸については公共交通の利便性向上

に鑑み、東京都との具体的な連携を図るなど県とし

て、主体的に関わること。 

 

32.  県内鉄道網の利便性向上に繋がるJR羽田空港アクセ

ス線西山手ルートの事業化を推進すること。 

 

33. 戸籍謄本の郵送請求費用が、キャッシュレスで可能

になるように、必要な支援と予算措置を行うこと。領

収書をPDFでダウンロードできるよう支援すること。 

 

34.  基金の運用について、他の自治体の先進事例や専門

家の知見など積極的な情報収集に努め、運用益の増加

を目指すこと。 

 

35.  業務委託契約を締結する際の単価契約に含まれる戸籍等の収

集費用を適切な価格へと見直し改定を行うこと。 

 

36.  相続登記の義務化に伴う情報提供、法的アドバイスの体制を

充実させること。また市町村の取り組みを支援するとともに相

談業務を行うこと。 

37.  「地積測量図の作成」において、法令を遵守した有資格者に

よる作成を徹底すること。また、市町村においても遵守される

よう取り組むこと。 
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38. 市町村に対して、狭隘道路（4.0m以下の道路）の解消に向けて、

指導及び条例案等を提示し、狭隘道路の解消に努めること。 
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【３．総務部関係】 

 

1.  職員数の適正化を図るとともにDX化に対応する人材育成に

取り組むこと。そして、育成のみならず必要な専門知識やスキル

を有する民間経験者等を積極的に採用すること。 

 

2.  令和6年度から令和7年度にかけて予算総額が減少し

ている私学助成について、私立学校の健全運営及び保護

者の経済的負担の軽減等を図るため、助成のさらなる充実

を図ること。 

 

3.  私学助成を受けている幼稚園の経常費補助単価について、国

の地方交付税単価等の増額に応じ、県の補助単価も同額分を増額

しているが、県単独の上乗せが不十分で、一人当たりの補助単価は令

和6年度1.2%,令和7年度1.7％増にしかならず、物価上昇分にも追いつ

いていない。近隣都県との格差も生じていることから、私学助成を受け

ている幼稚園の健全な運営に資するよう、 県単独の上乗せ補助分

についても増額を図ること。 

4.  県が行う補助金の支出は、地方自治法及び関係法令に則り、公平

かつ適正に判断されるべきであるが、準学校法人「埼玉朝鮮学園」

に関しては、教育内容や運営実態に関して不明確な点が残されてい

ることや、我が国との外交関係に関する懸念も指摘されており、県

民への説明責任を十分に果たせる状況にないと言える。ついては、

現時点においては引き続き補助金の支給を見送ること。 

 

5.  未利用県有資産については、適正な管理運営並びに有効活用

に向けた進捗管理を行うとともに、地元市町村及び周辺住民に

対する丁寧な説明のもと、県が率先して未利用の解消を促進す

ること。 

 

6.  県税収入については、引き続き市町村との連携のもとで個

人県民税対策をはじめ、徴収率100%になるよう納税方法の多

様化を進めること。 
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7.  ファシリティマネジメントの推進にあたっては、経営戦

略及び県庁舎建替え等検討特別委員会における提言等を

踏まえ、「維持」ありきではなく、将来を見据えた真に有効

な検討を行い、議会との情報共有を図ること。 

  

8.  公共調達における県内企業受注機会の拡大と入札・契約

制度の改善を図ること。 

 

9.  競輪事業は、大宮スーパー・ボールパーク構想の中で双輪

場を複合化して再整備していく方向性となってきているが、

現施設の使用期限を明確にし、民間活力を有効に活用でき

るものとして検討していくこと。 

 

10.  乳幼児期から継続して非認知能力の教育を進めるとと

もに、効果の検証をすること。 

 

11.  私立幼稚園への特別支援教育費補助など幼児教育の現場

のニーズに適合した補助の充実を図ること。 

 

12.  ハラスメントへの理解促進のための啓発活動や研修を充

実させるとともに、多様な相談体制を活かし、ハラスメント

防止に取り組むこと。 

 

13． 県庁建替えについては、令和７年度における設置場所の決

定を踏まえて資金計画を含めた全体の整備計画の策定に早急

にとりかかること。 

 

14． 物価高騰や最低賃金の上昇によって、契約内容の履行が困

難になっている状況や、事業継続に与える影響が顕著な場合

は、単価の見直しを単年度で協議したり、物価変動リスクを

考慮した条項の導入を図るなど、全庁全部局が統一した認識

のもと、安定した良好なサービスを受けられるよう長期的視

点での協力関係の構築に努めること。 
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15． 多様で柔軟な勤務形態など働き方改革を更に進め、すべての職

員にとって健康的で魅力的な職場づくりを行うことにより、県民

により良い行政サービスが提供できるようさらに務めること。ま

た、人手不足が課題とされる中、必要な人材を確保し、定着させ

るための取組を行うこと。 
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【４．県民生活部関係】 

 

1.  NPO がその目的に沿った活動を持続的かつ積極的に展開

できるよう、県は助成事業のみならず、組織の自立を支援する施

策を展開すること。特に、地域課題の解決を試みる NPO などに

対して、その体制づくりを支援すること。 

 

2.  埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例に基づき、部落

差別のない社会を実現するための取組を推進すること。 

 

3.  埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例に基づき、県

が主体的に当事者の利用しやすい電子申請方式でのパート

ナーシップ及びファミリーシップ届出制度の導入をはじめ、

性の多様性に関する理解増進、相談体制及び暮らしやすい環

境づくりに関する取り組みを推進すること。 

 

4.  グローバル人材の育成について、民間の力を十分に活かし

ながら、海外留学支援や就職支援を行うこと。 

 

5.  姉妹友好州省との関係において、本県のメリットに結びつ

く交流に絞って事業を進めること。また、これまでの姉妹友好

州省との成果を鑑み、見直しや新たなパートナーシップの構

築をすること。 

 

6.  適法に在留する外国人との共生について、県として積極的

に取り組むこと。 

 

7.  プロスポーツチーム等と連携し、本県の更なるスポーツ

振興を展開すること。 

 

8.  埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例に基づき、県有施

設の有効活用、市町村や民間と連携し、県民が身近な場所でスポ

ーツができる環境づくりを進めること。 
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9.  川口市に整備中の屋内 50ｍ水泳場は全国レベルの競技

会大会や国際大会等の誘致を積極的に進めること。 

 

10.  スポーツ科学拠点の整備を着実に進め、市町村や他施設

との連携体制を早期に構築すること。 

 

11.  岩槻高齢者講習センター等の有効活用を図り、ドライバ

ーの交通事故の発生防止及び被害軽減のため、安全サポー

ト車等の普及を促進する施策を実施すること。 

 

12.  悪質な迷惑運転やあおり運転を取り締まるため、ドライ

ブレコーダーの設置率向上に向けた、普及促進に努めるこ

と。 

 

13.  飲酒運転を防止するために、検査義務のない事業者に対

してもアルコール検知器の普及促進に努めること。 

 

14.  防犯カメラ設置事業の補助を事業の規模に関係なく充実

させること。また、更新時の補助についても検討すること。

さらに、補助に当たっては、事業者による設置及び更新も対

象とすること。 

 

15.  詐欺サイトから発生する被害などにつき、迅速に相談・ 

対応が可能な体制の構築をすること。（新規） 

 

16.  埼玉県犯罪被害者等支援条例および困難な問題を抱え      

る女性への支援に関する法律に基づき、団体や市町村への支

援を強化するなどして、犯罪被害者等の支援を推進すること。 

 

17.  ユースセンターについて、バーチャルユースセンターの

機能充実をはかるとともに市町村への設置を支援すること。 
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18. スポーツ科学拠点の整備において、競技力向上施設と体

育館について、整備手法を含めた基本計画を令和7年度中に

策定し、早急に施設整備に着手すること。また、その他の施

設については、市町村や民間の他施設との連携体制など多

角的な視点から整備計画を策定すること。 
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【５．環境部関係】 

 

1.  事業活動における地球温暖化対策を促進するため、民業

者が実施する CO2 排出量の削減に資する設備導入について、

埼玉県民間事業者 CO2 排出削減設備導入補助金等の制度のさら

なる拡充を図ること。 

 

2.  太陽光発電施設の設置については、設置事業者に対して、

各種法令や各市町村が定めたガイドラインの遵守・徹底を求

め、農林部や都市整備部など関連する部局及び国、各市町村

と情報共有・連携を密にし、地元の理解を得た上で設置を行

うよう指導すること。 

 

3.  耐用年数を迎える太陽光パネルが今後、大量に発生する見

込みであり、その処理が大きな問題となることから、民間事

業者がリサイクルを推進できるようこれまでの協議会や事業

者との意見交換を踏まえた、処理体制の構築支援を進めてい

くこと。 

 

4.  水質改善のため、浄化槽台帳の整備や浄化槽の法定検査

の受検率向上に市町村と県がしっかりと連携して計画的か

つ継続的に取り組むこと。 

 

5.  台風等の浸水被害等により大量の廃棄物が発生することに

備え、災害廃棄物処理施設の強靭化や水害対策等を市町村

と連携し、取り組んでいくこと。 

 

6.  県では、国の法律に基づいて「食品ロス削減推進計画」を

策定したが、計画未策定の県内市町村に対しても同計画の早

期策定を計画的に支援すること。 

 

7.  資源の循環利用の促進と持続的な経済成長を両立させるサ

ーキュラーエコノミーへの転換を進めていくため、中小企

業の支援や県民への意識啓発に努めること。 
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8.  「彩の国みどりの基金」については、荒廃する森林整備に

対する森林環境譲与税の活用と併せて山間部の間伐事業の

財源になるよう努めること。 

 

9.  「３Ｓ運動」など、ステージアップ事業の一層の充実を

図ること。 

 

10.  県が造成する産業団地等への産業廃棄物処理業者の立地

を促進すること。 

 

11.  リチウムイオン電池が起因とみられる、火災事故が、ご

み処理施設で発生していることに鑑み、必要な普及啓発や

技術支援を県として、積極的に行うこと。 
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【６．農林部関係】 

 

1.  大消費地圏内の産地という優位性を生かして県産農産物

のブランド化、差別化を図るための６次産業化の強化な

ど、販売対策を進めつつ、農業従事者の所得向上や雇用創

出を図ること。 

 

2.  農業の収益性向上や担い手育成のため、農地中間管理事業

や基盤整備事業による効率化とDX導入を進めること。その

上で、法人化による経営基盤の強化、現場の状況に即した

新規就農者への支援を図ること。 

 

3.  農業生産工程管理（GAP）や S-GAP 実践農場の推進を継続

し、より安全性の高い生産体制の構築を促し、埼玉県産農産

物のブランド化に努めること。 

 

4.  食料安全保障上の観点から、配合飼料価格について引き

続き注視しながら、配合飼料価格安定制度の特例を活か

し、実質的な生産者の負担増にならないよう、安定的な対

策を実施すること。 

 

5.  家畜伝染病（口蹄疫、CSF（豚熱）、ASF（アフリカ豚

熱）、高病原性鳥インフルエンザなど）は社会的、経済的

に与える影響が大きいため、徹底した発生リスクマネジメ

ントに努めること。また、万一発生した場合に備えて、通

報・防疫体制をより強固なものにするとともに、事案発生

の際には、手当金や損失補填の手続きを直ちに実施するこ

と。併せて、県主導による畜産従事者らステークホルダー

の支援に努めること。 

 

6.  頻発する農産物の盗難被害や鳥獣対策を市町村と協力

し、生産者と連携を図りながら対策を強化すること。 
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7.  IoTやビッグデータ・AI等の先端技術を活用した栽培管理支

援システム等スマート農業を啓発し、生産現場において、

「GNSS・LPWA・RKT」等の先端技術を活用や自動運転、施

設自動管理システムの金銭的支援も含めた普及を図り、生

産性向上に努めること。 

 

8.  埼玉県農林水産業振興条例に基づき、農業に関する学科

を有する高等学校において就業等に関する情報の提供その

他の新規の就業等に対する支援に関する施策を充実させ、

農業大学校との連携を強化しながら、営農に関する支援を行

うこと。 

 

9.  台風や雹（ヒョウ）、大雨などの自然災害により、農林業被

害が発生した際には、早期に被害状況の把握に努め、営農再建

に向けた支援を速やかに実施するとともに、被害を未然に防止する

多目的防災網設置等への支援を行うこと。また、農業生産者に対

し、農業共済または収入保険等、セーフティーネットへの加入

を推奨すること。さらに、防災・減災の観点から、防災重点農業

用ため池など農林業基盤施設の整備を集中的かつ計画的に推進す

ること。 

 

10.  高騰する燃料・電気価格や肥料などのコスト増加や高温

による収穫量の減少など経営への影響を踏まえ、農林水産業

従事者への国の施策の周知・徹底を図り、県の施策も含め万

全の対策を講じること。 

 

11.  埼玉県主要農作物種子条例に基づき、県民の基礎的食糧で

ある稲、大麦、裸麦、小麦及び大豆の優良な種子を引き続

き安定して生産・確保すること。 

 

12.  新たな県育成品種について開発を進めるとともに、特

に、気温上昇に対応する品種の開発を進め、それら生産拡

大や販路拡大の支援をすること。 
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13.  需要に応じた米生産ができるような稲作経営の安定を実現

するため、水田生産性の向上に資する圃場の大区画化や老

朽化した農業インフラの更新を進め、効率的な水田経営の

実現を図ること。また、需要が見通せない中、主食用米と

しての生産にとどまらず、米粉や飼料用米、子実用トウモ

ロコシ等への作付転換をできるよう、柔軟な農地活用がで

きる県独自の取り組みを検討し、戦略的に進めていくこ

と。 

 

14.  県産木材の利用促進のため、木材の需要（市場）と供給

（生産）をつなぐプラットフォームの設置など、県が主体的

にサプライチェーンの一本化に向けた整備を支援し、県産材

の新たな需要や新しい産業分野の創出を進めること。 

 

15.  国が利用促進を図っている CLT（直交集成板）について、県

でも積極的に普及促進を図り、CLT材のプレカット工場等の県

内誘致に向けた、検討をすること。 

 

16.  森林施業の集約化・団地化や管理道の整備による路綱の拡充

など林業の生産性向上に努めること。 

 

17.  県施設における県産木材の利用促進や「県産木材活用住

宅等支援事業」の活用により、住宅の県産木材利用促進を

図ること。 

 

18.  2025 年に開催された第 75 回全国植樹祭の経験を活かし、

「活樹」の取り組みを強化し、木材利用の推進を図ること。 

 

19.  森林環境譲与税の活用については、森林が少ない都市部と

山間部の市町村が連携し、森林整備や木材利用を進めるマ

ッチングの更なる充実を図るとともに、市町村に対する平

地林整備やナラ枯れ対策などへの充当の働きかけを積極的

に行うこと。 
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20.  狭山茶における、奨励品種茶葉の醗酵研究を通じて、狭山

紅茶や狭山烏龍茶など煎茶以外への利用について茶業者と

連携して推進すること。また、新たな育成品種開発におい

て、将来的な環境変化や消費者嗜好に柔軟に対応するため

に、開発期間の短縮を試みること。 



28 

 

【７．福祉部関係】 

 

1.  県立リハビリテーションセンターについては、公的機能

を重視しつつも、経営の効率化に努めること。 

 

2.  生活保護・貧困層に対しては生活費の支援を行うだけでな

く、就労・生活・学習等の支援を広く行うこと。また、生

活保護の適正利用を確保するため、申請者の収入・資産・

家庭状況に対し、丁寧な調査を行うと共にケースワーカー

の大幅な増員に努めること。 

 

3.  増加する認知症患者への対応として、認知症の早期発

見、早期対応のための人材育成と認知症医療体制整備を行

うこと。また、認知症患者の権利擁護や虐待防止、家族の

介護疲れなどへの支援を強化するとともに、認知症の予防

についても広く情報を公開し、研究への支援を行うこと。 

 

4.  地域包括ケアシステムの地域への浸透を図るため、各市

町村の特性に応じたきめ細やかな支援を行うこと。 

 

5. 埼玉県ケアラー支援条例に基づき、次の施策を実施すること。 

（１）ケアラーが医療資材や衛生資材等を確実に入手できる

ようにすること。 

（２）ケアラーを孤立させないために情報提供や専門の相談

窓口の充実を図ること。 

（３）18 歳未満のヤングケアラーについてはその孤独感やストレ

スなどのケアを行い、勉強時間や自分時間を確保できる

よう、支援すること。 
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6.  ヤングケアラー支援について、小学生や中学生、高校生

などのヤングケアラー実情を把握した上で、適切な支援を

推進すること。 

7.  介護職員の知識・技能の向上及び人材確保と定着のため

に処遇改善を強化すること。 

 

8.  外国人介護人材を受け入れる事業者に対して、適切な支

援を図ること。 

 

9.  地域包括ケアシステムにおける在宅での生活が困難となっ

た場合でも、安心して必要なサービスを受けられるよう、介

護老人福祉施設などを適所に整備すること。また、施設整

備は、ニーズを正確に把握し、空床削減や必要な箇所に必要

な数を整備すること。 

 

10. 判断能力が不十分な人に対して、成年後見制度の利用や適

正な財産管理について、的確な相談体制の整備が行われる

よう、市町村への支援を行うこと。 

 

11. 埼玉県障害のある人もない人もすべての人が安心して暮ら

していける共生社会づくり条例に基づき、真の共生社会の実

現に向けて、一層の周知を図ること。 

 

12.  埼玉県手話言語条例に基づき、学校をはじめ職場、地域に

おいて手話を学ぶ機会を拡大するとともに、言語としての手

話を普及させる環境づくりをさらに加速させること。また、

市町村その他の関係団体と協力して手話通訳者、手話奉仕員

等を養成するための支援を行うこと。 
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13.  情報アクセシビリティに対応するため、障害者、高齢者、

その他の日常生活に又は社会生活において情報取得に制約が

ある方に対する支援の強化を図ること。 

 

14.  埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者、

妊産婦、けが人等が円滑に利用できる「思いやり駐車場」の

確保を事業者とともに進めること。 

 

15.  発達障害に対する支援として、早期発見、早期療育を含

め、診断や専門的支援のできる体制整備を進めていくこと。

また、人材確保、人材を育成する研修体制の整備等につい

て、積極的に推進していくこと。さらに、発達障害のある子

どもを持つ保護者に対する支援を行うこと。 

 

16.  中核発達支援センターにおける初診の待機対策について、

基幹相談支援センター、児童発達支援センター及び地域の医

療機関の緊密な体制を構築し、待機期間の縮小に努めるこ

と。 

 

17.  障害者自立支援施設において、障害者が安心して自立した

生活ができるよう、グループホームや障害者入所施設の整備

を促進すること。また、グループホームの監査体制を強化し

て利用者目線での運営を指導すること。 

 

18.  福祉施設に対して適切な運営が行われているか監査を実施

するとともに、監査等を行う職員の専門的知識の習得を行

い、福祉施設に適切な指導を図ること。 

 

19.  埼玉県こども・若者基本条例の趣旨を踏まえ、「こどもま

んなか社会」の実現に向けて、自治体や各施設・機関と連携し

て、妊娠・出産・子育てまで切れ目ない支援を行う体制を整

え、母子・家族の心身のケアや経済的支援を行うこと。 
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20.  待機児童の解消はもとより、県内の安心できる子育て環

境を守るため、保育士の人材確保・育成・定着・離職防止

のため、国の公定価格による地域区分の等級について、地

域格差が是正されるよう、あらゆる機会を捉えて国に働き

かけるとともに、月例給与に対する県単独補助の上乗せを

視野に、県として市町村へ積極的な財政支援を図ること。 

 

21.  待機児童の解消はもとより、県内の安心できる子育て環境

を守るため、幼稚園における預かり保育の拡充を支援するこ

と。また、病児・病後児保育の充実等の保育ニーズに対応す

ること。 

 

22.  埼玉県虐待禁止条例に基づき、関係団体等と連携し、虐待

の未然防止や早期発見、早期対応、原因解明を行うこと。 

 

23.  児童養護施設や里親制度の機能を強化をすること。そし

て、児童養護施設の入所者・退所者に対する的確な支援を行

うこと。 

 

24. 児童養護施設における人材確保のため、職員の処遇改善加算 

の拡充を検討すること。 

 

25.  児童心理治療施設について、施設数の不足により、児童養

護施設が受け皿となっている現状に鑑み、高校卒業時までを

対象とした児童心理治療施設を増設すること。 

 

26.  児童相談所一時保護所について、就学児童が、適切に学

習できるよう、必要な人員や教材を配置すること。また、

一時保護の体制強化を図るとともに、児童相談・一時保護

について、19・20歳の自立支援に向けた適切かつ柔軟な取

り組みを行うこと。 
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27.  児童相談所の体制強化のため、児童福祉司や児童心理司、

保健師といった専門職の配置・増員に係る数値目標を、確実

に履行すること。 

 

28.  各児童相談所への一時保護所の設置を行うことをはじめと

し、児童相談所の施設環境整備に早急に取り組むこと。 

 

29.  児童の口腔衛生や虐待情報の把握と対応の観点から、児童

相談所において、歯科医師による検診や適切な治療を行うこ

と。 

 

30.  こども医療費助成制度について、子育て世帯の経済的負担

軽減、市町村の財政的負担軽減の観点から、更なる助成対象

年齢の引き上げを実施すること。 

 

31.  乳幼児期から継続して非認知能力の教育を進めるととも

に、効果の検証をすること。 

 

32.  生活保護世帯の学習支援事業利用率について５か年計画の

目標値達成するように市町村と協力して、着実に進めるこ

と。 

 

33.  こども誰でも通園制度について、市町村のニーズや課題を

把握するとともに、保育士確保などの対策を進めること。 

 

34.  放課後児童クラブの待機児童の現状に鑑み、こどもの放課

後の居場所として学校を活用するなど、幅広い対策を講じて

いくこと。また、放課後児童支援員不足の改善を図ること。 
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35.  発達の程度に応じて、健康や性に関する知識を得られるよ

う、部局横断や医療関係者等と連携を図りながら、性と健康

に関する教育や普及啓発・相談支援を進めること。また、プ

レコンセプションケアの推進を図るとともに、ユースクリニ

ックの設置など多様な支援を実施すること。 

 

36.  ユースセンターについて、バーチャルユースセンターの充

実強化とともに、市町村やNPO等のユースセンターの設置を

積極的に支援すること。 

 

37.  民生委員・児童委員について、なり手不足解消に向けた取

り組みに早急に取り組むとともに、児童委員については学校

との連携が取れる取り組みを行うこと。 

 

38.  高次脳機能障害への支援について、「精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム」にとどまらず、医療と福祉の連携

の観点からも「高次脳機能障害及びその関連障害に対する地

域支援ネットワーク構築推進事業」を活用し、圏域ごとに診

断できる拠点病院を指定し、支援を強化すること。 

 

39.  第9期高齢者支援計画への実効性を担保するため、特別養護

老人ホーム・介護老人施設など福祉施設の建設には、行政内

手続きを迅速に行い、計画から工事着工までの期間の短縮を

図ること。 

 

40.  重度心身障害者医療費助成制度について身体・知的障害者

の対象者に比べ、精神障害者に対する格差が生じている現状

を踏まえ、精神病床入院など、重度医療の平等化を図るこ

と。また、市町村の財政負担に鑑み、要望市町村を先行的に

対象とし、計画的に拡大すること。 
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41.  児童養護施設について、発達障害児、特別支援学校・学

級に通う児童についても、被虐待児童同様加算を行うこ

と。また、心理療養を要する児童の増加や地域分散化の進

行などを見据えた心理職員の増配置を行うこと。 

 

42.  県内７つの児童養護施設に付随する一時保護施設について、

定員6名に対して2.5名の職員配置基準となっているが、各施設

では、３名から５名の加算配置をし、支援業務の対応をし

ている。負担軽減のため児童相談所の一時保護施設と同様

の職員配置基準に引き上げを検討すること。 

 

43.  埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関す

る条例に基づき、拉致問題解決に向けて更なる周知・啓発

に努めること。 

 

44.  核兵器の脅威に鑑み、８０年前の広島・長崎の被爆体験

を風化させず語り継ぎ、恒久平和に向けた取組を支援する

こと。 

 

45.   結婚や妊娠・出産、子育てに関する情報発信について、

産後ケア事業などの市町村が実施する事業についても、情

報の収集及び整理を行った上で、県民に対して分かりやす

い情報の発信に努めること。 

 

46.  こどもの居場所について、８００か所以上を維持した上

で、その居場所の質を向上していくために、こどもの居場

所に関わる多様な関係機関や民間団体が有機的に連携する

ことができる体制の構築に努めること。 

 

47. 「こどもの貧困」対策の推進について、こどもの貧困の連

鎖の解消に関する指標として、「生活保護世帯に属するこ

どもの高校進学率」を把握するとともに、その指標を向上

するための取組を行うこと。 
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【８．保健医療部関係】 

 

1.  保健所の負担人口割合の適正化を速やかに実行し、

県民が適切な保健指導を受けられる体制を整えるこ

と。 

 

2.  備蓄用抗インフルエンザウイルス薬を追加購入する

際には、有効期限が迫ったものを廃棄することなく、

有効活用を図ること。 

 

3.  HIV をはじめとする性感染症や避妊等、青少年を中

心対象とした啓発事業の一層の充実を図ること。 

 

4.  重症患者が的確な医療を受けられるよう、重症・中

等症・軽症・無症状者の選別（トリアージ）を確実に実施

できる体制整備を行うこと。 

 

5.  今後の新たな感染症の発生に備えた保健医療提供体

制の再構築と充実を図ること。また、要介護者・要支

援者が、感染症等に感染した場合に備え、医療機関に

おける福祉職員等の充実を図ること。さらに、要請に

応じ、派遣できるような仕組みを整備すること。 

 

6.  国民健康保険事業の安定的かつ、効率的な運営のた

め、保険税の収納率向上、医療費抑制等の取り組みを

行うこと。 

 

7.  重度心身障害者医療費助成制度において、公平性を図

る観点から、負担能力のある方には相応の負担を依頼するとい

う趣旨により、平成31年 1月 1日から導入されている所得制限

を撤廃するとともに、令和4年10月1日より導入された既

存受給者への所得制限見直しを行うこと。 
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8. 三次救急の負担軽減のため、大人・小児の緊急相談「#

７１１９・♯８０００」など緊急相談窓口の利用を促

進すること。 

 

9. 県民が安心して出産できるように、助産師の積極的な

活用と地域偏在の無い周産期医療施設の拡充を図るこ

と。 

 

10.  外国人の医療費の未払い・国保加入による医療の不正

利用を目的とした来日など、法の隙間をついた医療受給

への対応策を講じ、制度を明確化すること。 

 

11. 大規模災害やテロに備え、地域医療・救急体制・

消耗品等の整備・拡充を図ること。また、避難所等での感

染症の広がりを防ぐため、ワクチン・予防接種の一定量の

確保を行うこと。さらに、海外からの感染症流入にも備

えること。 

 

12.   医療供給体制の構築に向けて、エアポケットとなる

地域がなくなるよう、県立病院の活用等を含め対応策を

講ずること。 

 

13.  鍼灸あん摩柔道整復師の施術所広告表示について、

県として積極的に是正・指導を行うこと。 

 

14.  オンライン診療については、すべての人が安心して受   

診できるよう、環境を整備し体制を整えること。 

 

15.  ウェアラブル機器を活用し、患者の体調管理や急変時

の往診に対応できるよう、DX を軸とした在宅医療ネットワ

ークを構築すること。 
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16. 順天堂大学医学部附属病院の撤退に伴い、県内の医師確

保対策は急務であるため、奨学金制度の見直しや医療機関

への支援の充実に努めること。 

 

17. 小児科医師や産婦人科医師、外科医師、救急救命医をは

じめ、県内病院での医師不足と地域偏在化の解決を図る

ため、埼玉県の医療機関で勤務することのメリット訴求

などの取組を積極的に進めること。また、若手医師が2年

間の初期研修を終えて、すぐに美容医療に従事する、い

わゆる「直美（ちょくび）」問題に対しては、国や県内

医療機関と連携した取組を進めること。 

 

18. 出産や育児などによる女性医師に対する離職防止や再 

就職のための支援を充実すること。 

 

19. 医師の臨床研修期間を充実させるとともに、高度医療機

器研修の機会を設けること。 

 

20. 医師臨床研修マッチングの促進及び奨学金等の適切な措

置を講ずるとともに、特に専攻医の確保に努めること。 

 

21. 看護師や理学療法士などの医療従事者の確保対策とし

て、ナースセンター事業による再就業支援を強化するとと

もに、医療機関に対する ICT 導入支援等による働き方改革

を進めることにより人材の定着促進に努めること。 

 

22. 歯科口腔保護対策として、乳幼児期から高齢者まで、フ

ッ化物洗口や特定検診化などの切れ目のない歯科口腔支援

を行うこと。 
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23. 障害児者等に対して歯科診療を行う埼玉県歯科医師会口

腔保健センターについて、設備の更新と運営費補助の在

り方に関して、他の公設５施設との整合性や公平性を考

慮した支出に改めるよう努めること。 

 

24. 不妊治療への支援として、不妊に対しての理解、知識の 

普及啓発を図り、妊娠を望む世帯への支援を拡充するこ

と。 

 

25. 産前・産後ケアの充実に向けて、「産前・産後サポート

事業」「産後ケア事業」等をさらに推進させ、実施市町村

の拡充を図り、また、民間の力を活用しながら、妊産婦の孤

立の予防、きめ細やかな出産や子育て支援を行うこと。 

 

26. 埼玉県受動喫煙防止条例等に基づき、喫煙や受動喫煙に

よる健康被害防止のため、健康への影響などの情報提供や、ハ

ームリダクション等様々な方法で禁煙支援を進め、県全体で喫

煙対策を講ずること。また、望まない受動喫煙をなくすため

分煙施設を計画的に設置すること。 

 

27. 埼玉県ひきこもり支援条例等に基づき、ひきこもり状態

にある方が相談可能な団体、伴走可能な団体を拡充させるこ

と。そして、その存在の周知をはかり、ひきこもり状態に

ある者及びその家族が必要な支援を受けられるように努め

ること。 

 

28. 一般公衆浴場の経営安定化対策資金補助を適切に行

い、経営改善への支援を行うこと。 
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29.  埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例を踏まえ、飼

い主、県、動物取扱業者の責務を明確化し、愛護動物殺処分ゼ

ロに向け、責任を持って最後まで適正に飼育・面倒を見るよ

う、啓発に努めること。また、動物愛護推進委員の必要経

費等の支援を拡充するとともに、悪質な業者等への立ち入

りの迅速な対応と強化を図ること。 

 

30.  患者の安全や医療費適正化の観点から重複投薬を防ぐ

為、医師・病院・薬剤師等に働きかけていくこと。 

 

31.  オーバードーズ対策の充実を進めるため、県民へ向け

た相談窓口の周知徹底を図ること。 

 

32.  搬送困難患者の受け入れ体制の再構築を図り、重症疑

い患者の搬送の円滑化を図ること。 

 

33.  県立高等学校の学校歯科医師の適正配置について、現状

では生徒数が８００名以上の学校に対し、２名の学校歯

科医師となっているが、学校歯科医師の負担軽減に向け

て、引き続き見直しを行い、適正配置を図ること。 

 

34.  結婚や妊娠・出産、子育てに関する情報発信につい

て、産後ケア事業などの市町村が実施する事業について

も、情報の収集及び整理を行った上で、県民に対して分

かりやすい情報の発信に努めること。 

 

35.  プレコンセプションケアの推進について、思春期のこ

どもが、身近な場所で性に関する様々な相談をすること

ができるよう、市町村における相談体制の整備を支援す

るとともに、その相談内容に応じて、産婦人科などの医

療機関をはじめとした関係機関との連携を図り、必要な

情報やサポートを提供することができるよう、市町村へ

の支援に努めること。 
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【９．産業労働部関係】 

 

1.  地場産業の育成、地元商店街の活性化及び小規模事業者の

活力を高めるため、商工団体への支援を拡大すること。 

 

2.  エネルギー・原材料価格高騰や人手不足により、厳しい経

営環境にある中小企業・個人事業主に対して、事業継続に資

する適切な支援と支援情報の周知を徹底すること。また、事

業承継、円滑な廃業ならびに新たなスタートについても支援

を行うこと。 

 

3.  エネルギー・原材料価格高騰に加え、米国の関税措置等が

企業経営に与える影響が懸念される中、「成長と分配の好循

環の実施」に向け県内企業の継続的な賃上げ実現に向け取り

組むこと。 

 

4.  今後の成長戦略の前提となる DX を着実に推進すること。併せ

て、そのための IT 人材育成の取組を含めた、体制整備を

進めること。 

 

5.  小規模事業者等のキャッシュレス化拡大に向け、支援する

こと。 

 

6.  先端産業の育成・集積を着実に進めるため、デジタル技

術を活用し国と連携した効率的な開発支援を行っていくこ

と。また、県内中小企業の参入支援に注力し、参入企業への研

究開発後の事業化支援、販路開拓支援、産業集積への取組の充

実を図ること。 

 

7.  農業大学校跡地周辺地域整備基本計画に基づきＳＡＩＴＡ

ＭＡロボティクスセンター（仮称の）整備を着実に進めると

ともに、渋沢ＭＩＸとの相互連携を図り、全国に誇れる設備

にすること。 
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8.  首都圏中央に位置する本県の優位性を生かし、高速道路網

などの交通インフラを充実させ、より積極的に企業誘致を図

ること。 

 

9.  海外市場の開拓による県内企業の販路拡大を実現するた

め、ジェトロ埼玉事務所を有効に活用し海外ビジネス展開を

進めること。 

 

10.  県のシンボルとなる国際見本展示場、国際会議場を整備

し、県内産業全般の発展を図ること。 

 

11.  埼玉県の産業やものづくりの根幹をなす中小企業・小規

模事業者の魅力発信、マッチング支援などを行い、次世代を担う

ものづくり人材の確保、人手不足解消に努めること。  

 

12.  非正規雇用、正規雇用にかかわらず、就業を希望する者が意欲

と能力に応じて活躍できる環境を充実させること。 

 

13.  障害者法定雇用率の引き上げに伴い、障害者に対する就業

支援を充実させ、雇用率の向上に資する取組を進めること。ま

た、民間企業の障害者雇用の受け皿の拡大、職場定着の支援

を充実させること。 

 

14.  女性活躍支援のため、意欲ある女性がその力を存分に活か

し活躍できるよう、就業・起業、希望する雇用形態の確保な

どの支援を図ること。 

 

15.  高齢者の就業の促進を図り、地域経済の活性化につなげる

取組を着実に進めること。 

 

16.  県内企業がサーキュラーエコノミーに取り組めるよう支

援メニューを示すこと。 
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17. サプライチェーン対策による国内投資促進事業にあわせ

て、国内回帰企業の県内誘致支援を行うこと。 

 

18.  疾病や障害を抱える労働者が安心して相談や支援を受け

られるよう、公共機関や医療機関に専門人材を配置し、総合

的な相談体制を確立すること。また、そのために必要な市町

村への支援を行うこと。 
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【１０．企業局関係】 

 

1.  圏央道を始めとする「県内高速道路網」および「幹線道路網」

等の地域資源や公共機関の信用・能力・実績等の経営資源を活用

して早急に産業団地の整備に取り組むこと。 

 

2.  地域整備事業が整備する産業団地において、工業用水や雑用

水の供給規制を穏和し、企業が利用しやすい環境を整えること

で、新たな需要の拡大と創出を図ること。 

 

3.  大規模地震、水質事故などの災害・事故に対し、安定した水道

用水の供給が図れるよう水道施設の強靭化を計画的に行うこ

と。 

 

4.  水道事業においては、水需要に応じた余剰施設の整理や、効

率的な事業運営を行うこと。 

 

5.  計画進行中の吉見浄水場や大久保浄水場以外の浄水

場についても、高度浄水処理の導入促進を図ること。 

 

  6. 地域格差のない安定的な水供給の確保に向け、更新需要、

財政収支の見通しを的確に把握し、計画的な事業運営に取り

組むこと 
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【１１．県土整備部関係】 

 

1.  社会基盤を重点的·効果的に整備するため、社会資本整備

重点計画の着実な達成を図ること。また、直轄事業負担金制度を

見直すよう国に要望すること。 

 

2.  高速道路から生活道路に至るまでの体系的な道路網の形成

を強力に推進し、交通渋滞を解消することにより、経済コストの

軽減及び県民生活の向上と沿道の環境改善を図るため、次の施

策を推進すること。 

（１） 高規格幹線道路や地域高規格道路及び直轄道路事業の整備・促進 

（２） 県内における重要物流道路の指定、及び予算の重点配分による

整備促進 

（３） インターチェンジ及びスマート IC へのアクセス道路の整備 

（４） 交通渋滞の著しい国道・県道のバイパス整備や現道拡幅及び

交差点における右折帯等の積極整備 

（５） 都市の骨格となる街路の整備 

（６）  災害に強い道路の整備 

（７）  老朽化している橋梁の改修・耐震補強の早急な実施 

（８） 鉄道と公道との立体交差化の推進 

（９）  開発地域における企業立地を促進する道路の整備 

（10）  観光まちづくりを支援する道路の整備 

（11）  幹線市町村道の整備促進 

（12）  都県境の都市計画決定している道路・橋梁の早期着工 
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（13）  自転車等の通行環境の整備 

（14）  自動運転技術などの実証、整備 

（15）  道路冠水想定箇所における注意喚起、事故防止設備の整備  

推進、及び市町村への支援 

（16）  右折帯の整備が困難な交差点に対しては、時差式信号機の設

置など改善・整備を進めること。 

 

3.  「安全で快適な道づくり」を推進し、県民が豊かさを実 感できる

道路環境を創造するため、次の施策を推進すること。 

（1）  通学路の安全確保対策や緊急事故防止対策等の交通安全施設の整備 

（2）  必要な交差点への歩車分離信号の整備 

（3）  都市計画道路の規格に沿った歩道整備 

（4）   電線類の地中化の推進 

（5）  定期的修繕、側溝整備、草木伐採等の道路環境の整備 

（6）  山間部道路の安全を確保するための災害防除施設の整備 

（7）  道路利用者に快適な休憩場所を提供するとともに、地域の

振興と自然災害発災時の支援と復興の拠点となる「道の駅」

の早期整備 

（8）  歩道未整備の狭隘踏切の拡幅整備 

（9）  ロードサポーター制度のさらなる推進 

（10）  歩道橋の要否及び通学路の安全性の定期的な見直し 

 

4.   強靭な県土づくりを図るため水害・土砂災害の軽減に次の

施策を推進すること。 

（1）  県内の治水対策の基幹的役割を担う直轄河川事業の促進 

（2）   河川整備と流域の雨水流出抑制を一体的に行う総合治水

の推進に向けた調節池の整備 

（3）  河川と下水道の連携による内水被害の軽減対策 
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（4）  河川管理施設の適切な機能保全 

（5）  土砂災害防止施設の整備 

（6）  森林の環境整備 

（7）  河川と都市公園内の遊水・貯水機能を有する施設の機能向

上と一体となった治水対策 

（8）  河川の浚渫および堤防保護のための適正な草木伐採の促進 

（9）  「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に沿い、

国、市町村と連携を図り、切れ目なく円滑な事業の実施。 

（10）  総合治水に向けた調節池が完成するまでの間の上流部地域

の内水氾濫への十分な対策の実施。 

 

5.   頻発・激甚化する豪雨災害に対し、流域治水の観点から地域が

連携し、多重防御治水による社会的、経済的被害の最小化を目指

した災害対策を積極的に進めること。 

 

6.  埼玉の川が持つポテンシャルを県民生活や地域振興に活か

すため、地域住民や活動団体、さらに民間事業者など多様な主体

と連携し、より魅力ある水辺空間の創出や持続的な利活用を推

進すること。 

 

7.  公共事業を円滑に進めるため、公共用地の計画的な取得を図

ること。 

 

8.  代替地提供者に関わる譲渡所得の特別控除額の大幅引き上

げと納税猶予農地を事業用地として譲渡した場合の贈与税、相

続税の免除措置を実現するよう引き続き国へ要望すること。 

 

9.  埼玉県中小企業振興基本条例に基づいて、次の施策を強

く推進すること。 

（1）  大手企業による受注の際、地域要件、地域加点を設けるな

ど、県内中小企業者の受注機会の拡大に向けた取り組みを推

進すること。 
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（2）  公共工事の価格設定については、現場や時期、原材料等の

実情を踏まえること。また、下請けも含めた企業の健全経営

を考慮した価格の適正化を期すること。 

（3）  公共工事における県内中小企業の受注機会を拡大する施策

を推進すること。 

（4）   公共工事すべての入札制度の最低制限価格を引き上げること。 

 

10.  地域の発展と安全を支える建設業の担い手確保・育成を

図るため、次の施策を強く推進すること。 

（1）  IoT やビッグデータ・AI 等を活用した DX による生産

性の向上 

（2）  計画的な発注と施工時期の平準化及び、働き方改革に沿っ

た労働環境実現のため、適正な工期の確保 

（3）  若者や女性等担い手の中長期的な確保・育成に向けた取組 

 

11.  安定的な財源措置や国庫補助の拡充を含めた予算確保を

強力に推進すること。 

 

12.  土木技術系職員を増員するとともに、資格を持つ土木系

職員を対象とした新たな手当てを創出すること。 

 

13.  昨今の労務費、原材料費、エネルギーコスト等の高騰を

踏まえ、工事等を発注する際は速やかに価格へ反映させ

ること。 
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14.  建設現場における働き方改革の一環として、酷暑対策

や週休2日制の実現を考慮した適正工期の確保を推進す

ること。また、それらの取組に対応するため、設計労務単

価や現場管理費・一般管理費の引き上げを含む積算基準

の見直しを図ること。 

 

15.  道路標識や電気設備などの専門工事について、分離発

注の拡大を検討し、専門工事業者の育成と技術力維持を

支援すること。 

 

16.  一級鋼橋塗装技能士や畳製作一級技能士といった高い

技術を持つ技能士の資格について、入札時の配置技術者

要件や総合評価方式での加点対象とすることを含め、評

価を高めるための優遇措置を検討すること。 
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【１２．都市整備部関係】 

 

1.   土地区画整理事業や公園整備事業など都市基盤整備に係

る公共投資を着実及び速やかに実施するため、次の施策を

推進すること。 

（1）  県有の公園や県有施設等について、PPP手法を用いるなどして、

魅力の向上および効率的な運営を図ること。 

（2）  県民１人当たりの公園面積が依然として全国平均と比較し

て低いため、県営公園の未整備地を早急かつ計画的に整備する

こと。 

（3）  藻やアオコが発生する県営戸田公園など、スポーツ競技場を

併設した公園については、フィールドとしての機能確保の観点か

ら適正な管理を行うこと。 

（4）  首都直下型地震などに備えるため、木造住宅密集地域の火災

に強いまちづくりを進めるとともに、倒壊の恐れのある建築物の

耐震化を進めること。特に、耐震ブレーカーの普及拡大・促進に努

めること。 

（5）  スマート IC 周辺エリアの土地利用について、市町村に対する支

援と県自らシティプロモーションを推進し、有効な活用を推進す

ること。 

2.  頻発・激甚化する豪雨災害に対し、都市整備、まちづくりに

おいても災害対策を積極的に進めること。 

 

3.  子育て世帯や高齢者をはじめとする多様な住環境を整える

ため、次の施策を推進すること。 

（1）  借上型の県営住宅の供給に当たっては、人口・世帯数の減少

予測を踏まえた供給とすること。 
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（2）  既存の県営住宅の建て替えに際しては、周辺地域の賃貸住宅

や空き家状況を踏まえ、福祉施設や民間施設を併用するなど、民

間活力の導入を図り、用地の有効活用を推進すること。 

（3）  住宅政策の面から少子化対策を推進するため、子育て世代向け

の住宅の供給を促進すること。 

（4） 「特定空き家」の増加を未然に防ぎ、活用可能な空き家の市

場流通を促進すること。また、民間事業者が空き家所有者情報を

有効活用できる方策に取り組むこと。 

（5）  産業団地整備等により新たに雇用された者の定住促進を図る

ため、市街化調整区域における住居確保のための技術的支援や助

言を、市町村に対して積極的に行うこと。 

 

4． 不動産鑑定業務の適正化 

（1）  公共事業用地の取得における不動産鑑定報酬について、国土

交通省の「用地対策連絡協議会（用対連）」の基準を完全に踏襲

し、専門性を確保できる適正な報酬額を確保するよう、報酬規程

の改定を検討すること。 
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【１３．教育局関係】 

 

1. 学校教育全般 

（1）  学校・地域・家庭が連携し、多様な教育活動が展開できる体

制づくりを支援し、児童・生徒の学びの場を強化すること。 

（2）  学校施設の整備並びに教育機器の充実など、時代の変化に即

応できる教育環境を整備すること。 

（3）  不登校の児童生徒について、その要因の把握に努めるととも

に、相談体制の充実、本人の実情に応じた学びや交流の場の充実

を図ること。 

（4）  教育機関等におけるいじめ防止対策推進に向け、発生時期や

環境に関する継続的な実態把握調査を実施し、データに基づく

予防・早期発見・検証のサイクルを構築すること。また、問題

に対しては早急な調査と対応を図ること。 

（5）  乳幼児期から継続して非認知能力の教育を進めるとともに、

効果の検証をすること。 

（6）  社会全体のグローバル化の進展に対し、日本人の考え方や日

本人としてのスタンスを国際社会の中で確実に表明できるよ

う、我が国の歴史認識をより高めるとともに、グローバル社会

にも対応できるキャリア教育に努めること。 

（7）  学校の教材が、学習効果を高め、児童・生徒の基礎的・基本

的な学習理解の増進を図る上で極めて重要なことから、計画的

な教材を推進すること。 

（8）  DX 時代の教育・指導の在り方を再検証する中で、学校間や家

庭環境に起因するDX格差をなくす取組を進めること。 
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（9）  先進的な教育活動をするため、教育データのガバナンス整

備、生成AIリテラシー教育を推進すること。 

（10）  埼玉県ケアラー支援条例及び支援計画に基づき、ヤングケア

ラーが学びの機会を十分に得られるような環境を整えるととも

に、心身の健やかな成長・発達が図れるよう、必要な取組を行う

こと。 

（11）  ヤングケアラーへの支援について、小学生や中学生、高校

生などのヤングケアラー事情を把握した上で、適切な支援を

推進すること。 

（12）  埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例に基づき、市町村並

びに諸団体と協力して、県民・児童生徒の体力向上に努める

こと。 

（13）  埼玉県文化芸術振興基本条例に基づき、伝統芸能に対する

理解及び関心を深める施策を推進し、学校教育の文化芸術活

動にも重きを置くこと。 

（14）  埼玉県歯科口腔保健の推進に関する条例に基づき、

幼児、児童及び生徒のう蝕予防のためのフッ化物応用を含

めた科学的根拠に基づく総合的な歯科口腔保健の推進並びに

これらの者のう蝕罹患状況の地域間格差及び個人間格差の是

正を図るために必要な施策を講ずるよう努めること。 

（15）  埼玉県がん対策推進条例に則り、がんに対する正しい知識

を深め、小児がんに罹患したがん患者に対する教育の機会の確保、

小児がんの特性に配慮したがん患者等に対する相談支援その
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他の小児がん対策の推進に必要な施策を講ずるよう努めるこ

と。 

（16）  埼玉県防犯のまちづくり推進条例に基づき、学校等、家庭及

び地域住民等と連携して、児童・生徒が犯罪被害を受けないよ

うにするための教育の充実に努めるとともに、児童・生徒が犯

罪を行うことのないよう、規範意識を養い、健全な社会生活を営む

ことができるようにするための教育の充実に努めること。 

（17）  埼玉県手話言語条例に基づき、ろう児等が手話を学び、手話で学

ぶことができるよう必要な措置を講ずるよう努めること。ま

た、ろう児等以外の児童・生徒との交流の機会を充実させる

ことにより、相互理解の促進及び手話の普及・啓発に努める

こと。 

（18）  埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らして

いける共生社会づくり条例に基づき、共生社会の推進に果たす

べき 教育の役割の重要性に鑑み、インクルーシブ教育を推進

し、必要な教育を受けることができるよう、教育の支援体制の

整備及び充実に努めるものとすること。また、インクルーシブ教育

の推進において、施設の統合という形式面のみならず、確かな教育

効果が得られるよう内容の充実を図ること。 

（19）  埼玉県農林水産業振興条例に基づき、農業に関する学科を

有する高等学校において就業等に関する情報の提供その他の

新規の就業等に対する支援に関する施策を充実し、農業大学

校との連携を強化し、営農に関する支援を行うこと。 

（20）  埼玉県虐待禁止条例に基づき、児童・生徒及びその保護者
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に対し、虐待の防止等のための教育又は啓発に努めるとともに、業

務を担当する部局の相互の連携を強化し、虐待の防止及び早期

発見等につなげること。 

（21）  埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例に基づき、児

童・生徒に自転車交通安全教育を行うこと。また、児童・生徒

及びにその保護者に対し、自転車損害保険等への加入義務に

関する情報を確実に周知すること。 

（22）  埼玉県特殊詐欺撲滅条例に基づき、被害に遭わないように

するとともに犯行に加担しないようにするため、特殊詐欺の

被害の防止に関し、知識の普及及び啓発のための広報活動、教育活

動その他の必要な措置を講ずること。 

（23）  埼玉県ひきこもり支援に関する条例に基づき、ひきこもり

支援に関する施策を市町村及び民間支援団体等と相互に連携

を図り、総合的に実施すること。 

（24）  埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例に基づき、学校

の授業その他の教育活動において、性の多様性の理解を深める

ため、学校の設置者と連携し、必要な施策を講ずること。 

（25）  埼玉県部落差別解消の推進に関する条例に基づき、部落

差別を解消するために必要な教育及び啓発を行うこと。 

（26）  ラーケーション制度の導入について検討すること。 

（27）  各種団体の協力を得て行う生徒対象の授業等に対し、実費

も含め適正な対価の支払いを行うこと。 

（28）  生命を守るための災害対策と、教育機会を守るための暑さ

対策の両面から、全ての県立学校の体育館へのエアコン等の
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空調設備を早期に導入すること。 

（29）  WBGTの活用や水分・休憩確保など科学的根拠に基づく熱

中症対策を徹底するとともに、児童生徒の身体が暑さに適

応できるよう段階的な暑熱順化を推進し、安全を確保する

こと。 

 

2. 教職員 

（1） 不祥事の根絶に向けて、児童・生徒に向き合う教職員に

負担をかけることなく、教職員の意識改革を行えるよう、不祥

事防止研修プログラム等を効率的に活用し、実施すること。

職場環境が、高ストレス化してないか点検し、不祥事防止

につながる職場風土醸成にも努めること。 

（2） 児童・生徒に対してのわいせつ行為により懲戒処分を受

けた教員が再び教壇に立つことのできない方策を講じるこ

と。 

（3） 教師と児童・生徒が向き合える充分な時間を確保できる

よう、必要な人材の配置を進めるとともに ICT を活用し

学校・教職員に対する事務的な業務負担を少なくすること。

同時に、これまで存在していた事務等についても、十分に精

査し、働き方改革を実践し、効率化を図ること。 

（4） 入学式· 卒業式等には式場に国旗を掲揚し、教職員の起

立・国歌斉唱の徹底を図ること。 

（5） いじめや社会的養護を必要とする児童・生徒等に真剣に
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向きあう教職員の育成を推進すること。 

（6） 採用選考試験の工夫・改善、また教職員の人事評価制度

の充実等により、優れた教員の確保や資質の向上に努め、学校

教育の質の向上を図ること。 

（7） 有能な教員確保のため、埼玉県の教員志望者の拡大を図

るための施策を行うこと。 

（8） 教職員の人材不足・若年化が進む中、教育の質を担保す

るため、教育現場内における教員退職者の積極的活用を推

進すること。 

（9） 多様性を確保するためにも、民間企業等に勤務経験のあ

る教員の採用を拡大していくこと。 

 

3. 小中学校教育 

（1） 学校給食を活用し、食育や地産地消の推進を図ること。 

（2） 性病や望まない妊娠等が生じないよう、適切な性教育を

実施すること。 

（3） 学校運営に係る業務負担が増加していることから、主幹

教諭の全校配置を推進し、より組織的な学校運営の充実を

図ること。 

（4） 主体的に自己の進路を選択できる能力を身につけられる

よう、児童・生徒期からのキャリア教育の充実を図るこ
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と。 

（5） 全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査

の結果を真摯に受けとめ、多面的、多角的に調査結果を分析

し、課題を把握すること。また、課題を踏まえて教員の指導

力改善、児童・生徒の学力向上に活かすこと。 

（6） 「小１プロブレム」及び「中１ギャップ」の解消に努めること。 

（7） 読解力は学力向上の基礎であり、豊かな感性の醸成に

資することから、読書活動の更なる推進を図ること。 

（8） 児童の放課後の居場所づくりの取組を強力に支援すること。 

（9）  部活動の地域連携については地域との連携・協働により多

様な活動ができるよう、地域差の生じない環境の整備を進め

ること。また、指導者の資質については専門性を有し、子

どもたちの心身の健全な育成に資する教育的視点に立った

指導者の確保に努めること。 

（10） 水泳授業・プール施設管理の外部活動が進む中であっ

ても、児童生徒の泳力が低下することのないよう、指導内

容や評価の充実を図ること。 

 

4. 高等学校教育 

（1） 県立高校のトイレ改修については、早急に工事を実施すること。 

（2）  農業、工業、商業等、専門的な教科が学べる高等学校においては、
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時代のニーズにあった教育内容となるように充実を図るこ

と。 

（3）  消費者教育推進法の趣旨を踏まえ、契約等一部民法を含

む消費者教育の徹底を図ること。 

（4）  18 歳選挙権の実施に伴い、政治的中立性を確保しつつ、

主権者教育を充実すること。 

（5）  県立高校におけるグローバル人材育成の成果について

検証し、その結果を明らかにするとともに、より効果の高

い事業への改善を図ること。 

（6）  世界で活躍する人材育成を見据え、国際バカロレア高

校の設置推進等を図ること。 

（7）  闇バイトやブラックバイト、悪質商法被害等にあわない

よう、全高等学校において、労働法制、各種契約の知識習

得を推進すること。 

（8）  将来にわたり主体的に生活設計を行えるよう、金融リテ

ラシー教育を体系的に充実させること。 

（9）  中高一貫教育については、、時代のニーズに合わせ推進

すること。 

（10）  意欲に応える学習機会の確保に向けて、定時制課程・通

信制課程・パレットスクール・不登校特例校等の充実を図

ること。 
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（11）  県立高校の再編に関しては、地元市町村の理解を得た

上で進められるよう、統廃合の決定に至る前の段階で地

元市町村と十分な協議が行える方策を実施すること。また、

跡地の有効活用についても検討すること。 

（12）  県立高校の別学・共学のあり方については、県民の意見

を踏まえつつ、特色や受験機会の均等、さらなる魅力づく

りを考慮し、教育委員会が総合的かつ主体的に検討を進

めること。 

5. 特別支援教育 

（1）  特別支援学校については、今後の各地区の児童・生徒の

増減の見込み、障害の状況等を踏まえて新設ならびに適

切な整備を行うこと。 

（2）  特別支援学校の送迎バスのさらなる内容の充実を図る

ため、バス会社の入札に関して、総合評価方式の導入等、

実情に合った制度とすること。 

（3）  特別支援学校の送迎環境の改善を図るため、添乗員の加

配、増便および通学時間の短縮等を進めること。さらに

医療的ケア児など送迎バスを利用できない児童・生徒の

通学手段についても必要な財政措置を行うこと。 

（4）  卒業後の自立・就職に向けて、芸術的な能力、緻密な

継続作業の能力、ICT 能力など、様々な個性を活かし就業
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し続けられるよう、教育内容の充実を図ること。 

（5）  特別支援学校教諭免許を有する正規採用教員による手

厚い教育が行えるよう、人員確保のための予算措置を講

じること。 

6. その他 

（1）  教科書採択において教職員・教育委員会に対して「検定

期間や採択期間は教科書発行者と一切の接触を持たない。

また、機会・期間を問わず、一切の供応を受けない。」と

定めた本県のガイドラインの遵守を徹底すること。 

（2）  社会科の教科書の選定に当たっては、学習指導要領に準

拠し、検証可能な史料に基づく客観的で多角的な記述がな

され、特定の思想や立場に過度に偏らない教科書を採択す

ること。 

（3）  児童・生徒がゲームやスマートフォン、SNS等に過度

に依存することのないよう、健全な生活習慣を確立する

ための取り組みを推進すること。 

（4）  SNS をはじめとするネットによるトラブルがなくな

らないことから、ネットアドバイザー等による教員・保

護者向けの講習等を実施すること。 

（5）  児童・生徒から保護者、教員に至るまであらゆる世代

に対し、ネット利用に伴うリスクや課題に適切に対応で
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きるよう、ネットリテラシー教育を体系的に強化するこ

と。 

（6）  市町村と連携し、学校その他の教育機関において児童・

生徒が生活習慣病等に関する理解を深めるための教育施

策を講じること。 

（7）  埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例に基づき、覚せい

剤、危険ドラッグ等、危険薬物の怖さを知るため、薬物乱用

防止教育の実施等の施策を講じること。 

（8）  単独調理方式（自校方式）における栄養教諭・学校栄養

職員の複数校勤務を解消し、１校１名の栄養教諭配置を

図ること。 

（9）  埼玉県教育委員会並びに埼玉県立総合教育センターに

栄養食育専門の教諭を配置して、質の高い食育の展開を

図ること。 

（10）  県立図書館のリニューアルに当たっては、改めて県立

図書館の使命を再定義するとともに、市町村図書館との

役割分担を図りつつ、地域研究や郷土資料の体系的な収

集・保存に努めること。併せて、郷土資料や行政資料の

デジタルアーカイブ化を推進し、オンラインでの閲覧・

活用を可能とすること。 

（11）  観光資源ともなる県内文化財の保護の強化、及び広報の充実

を図ること 
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【１４．危機管理防災部関係】 

 

1.  自然災害等に備え、各市町村での自主防災組織の更なる育成

や消防団員の加入促進・活動支援を図り、地域防災力強化を図

ること。 

 

2.  県の災害対応力の強化には、専門的な知識や能力を有する

様々な官民の機関による連携が重要であることから、これら機

関の連携強化を図ること。 

 

3.  市町村の災害対応力向上のため、県図上訓練等のノウハウ

を生かした支援を図ること。 

 

4.  国内で発生した過去の大規模火災を教訓に、消防消火体制

の強化を図ること。 

 

5.  水難事故や洪水等の発生時に人命救助で活躍している水

陸両用の災害救助艇「エアボート」を活用、またはその民間団体

と連携し、救助体制の構築を図ること。 

 

6.  災害時において、地上系通信網が遮断された場合は、被害状

況の把握が遅れる要因になることから、災害の影響を受けにく

い衛星系通信網の活用など、非常用通信手段の更なる機能強化

へ向けた対策を図ること。 

 

7.  災害発生に備え、マンホールトイレを緊急時に使用できるよ

う、周知に努めること。 

 

8.  災害時に避難場所として重要な役割を果たす県有施設

について、震災や風水害対策、感染症対策などを講ずるととも

に、各市町村と密に連携して運用に万全を期すること。また、密

を避けるため避難所を増設し、夏季の暑さ対策を図ること。さら

に、要配慮者等への支援体制を強化すること。 
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9.  災害に的確に対応するため、県内危険建築物に関する情報

を危機管理防災部で一元的に集約し、必要に応じて活用できる

体制を強化すること。 

 

10.  災害支援に派遣する県職員の支援体制について、派遣先自治

体と連携して、活動環境や支援体制に万全を図ること。 

 

11.  災害時等における災害弱者避難、ペット同行避難について、

避難所における受け入れ環境の整備支援、および運営マニュ

アルの充実を図ること。 

 

12.  帰宅困難者対策として、周知啓発活動を推進するととも

に、一時避難所や備蓄の拡充について、関東近県や鉄道事

業者との連携を強化すること。 

 

13.  シェイクアウト埼玉～県内一斉防災訓練～は、短時間で、

誰でも、どこにいても実施できる訓練であることから、県民・

企業・団体に積極的に協力を求めること。 

 

14.  消防学校の訓練施設や教育施設の更新を進め、併せて宿舎の

環境を改善し、消防職員の研修体制を充実させること。 
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【１５．警察本部関係】 

 

1.  教育・訓練施設の更新を進め、併せて宿舎の環境を改善し、警察官

養成の教育体制を充実させること。 

 

2.  県警本部の独立庁舎化に向けた具体的方策を検討するとと

もに、警察公舎、交番・駐在所等の施設整備・環境改善を推

進すること。 

 

3.  警察活動基盤の整備として、警察施設や車両、装備資機材

の充実、およびデジタル技術の活用による業務効率化を図る

こと。併せて、地域人口や刑法犯認知件数などを考慮した警

察署の配置とすること。 

 

4.  県民生活における、安心安全の向上に向け、警察官一人あ

たりの負担軽減を図れるよう、警察官の更なる増員を求める

こと。 

 

5.  埼玉県犯罪被害者等支援条例に基づき、被害者（家族等を含

む）支援の充実と市町村連携強化を図ること。 

 

6.  警察活動は、県民の信頼の下に成り立っていることを強く

自覚し、人権を尊重した適切妥当な職務執行（言動）に努める

よう署内外で活動する警察官に対して教育・指導を徹底する

こと。 

 

7. SNS に起因した犯罪被害防止対策の充実・強化を図ること。 

 

8.  埼玉県特殊詐欺撲滅条例に基づき、悪質・巧妙化する「振り

込め詐欺」など特殊詐欺の撲滅に向けて、被害の未然防止、啓

発から摘発までを一体的に担う捜査員の更なる拡充を行い、

県民の安心安全の向上を図ること。 

 

9.  交通事故死者数のうち高齢者の割合が全体の半数を超えて
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いることから、高齢者の交通事故防止のための啓発活動をよ

り一層推進すること。 

 

10.  摩耗した道路標識や老朽化した信号機・道路標識等の更新

を強化推進するとともに、県民要望の強い箇所の信号機の設

置を図ること。 

 

11.  悪質なあおり運転被害における重要な証拠となりうる

ドライブレコーダーの設置促進に向け、普及を促すこと。 

 

12.  増加するローリング族等の暴走する車両の取り締まりの強

化を図ること。 

 

13.  通学中の交通事故を無くすため、横断歩道の設置など通学

路の安全対策の更なる強化を図ること。 

 

14.  水難事故や洪水等の発生時に人命救助で活躍している水陸

両用の災害救助艇「エアボート」を活用、またはその民間団

体と連携し、救助体制の構築を図ること。 

 

15.  電動キックボードなど、特定小型原動機付自転車に関す

る交通ルールを周知し、関係機関と連携を図ること。 

 

16.  防犯、交通法規遵守の観点から、高速道路、国道、県道な

どの幹線道路を中心に、防犯カメラや自動取締装置の設置

を増やすこと。 

 

17.  安全輸送と交通事故防止の観点から、建設業界における

過積載防止に向け、摘発・取締等の強化と併せ、事業

者・荷主への指導を徹底すること。 

 

18.  祭りなどの地域行事における雑踏警備について、県民

が円滑に運営できるよう、警察は地域と十分に調整をお

こない、適切な体制を敷くこと。 
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19.  自転車乗車中のヘルメット着用を啓発するとともに、自

転車の関係する交通事故を防止するため安全ルールの周

知を図ること。また、刑法認知件数の 3 割を占める自転車

盗の対策を推進すること。 

 

20.  外国人犯罪に対し、多言語対応を含む専門知識を有す

る人材の育成・配置等により体制を強化し、地域社会の

安全を確保すること。 

 

21.  埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関

する条例に基づき、警察職員に対し、拉致問題等に関す

る研修、その他の必要な取組を推進すること。 

 

22.  要人警護の強化に向けて、専門知識を持つ人材の育成

や訓練を強化し、対応能力を向上させること。 

 

23.  大宮駅東口防犯カメラ整備事業について、県の責任に

おいて継続的に実施すること。 
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【１６．下水道局関係】 

 

1.  流域下水道事業においては、昭和 42 年３月の事業着手か

ら 50 年が経過し、施設・設備の老朽化対策や長寿命化、耐

震対策など数多くの課題を抱えている状況に鑑み、財源や人

的資源を最大限に活用しながら、事業の平準化や規模の適正

化、施設や機能の重要度や事業の優先度などを総合的に捉え、

計画的な事業執行に取り組むこと。 

 

2.  公共下水道事業の現場では、技術職員の不足や技術の継承

が大きな課題となっている。県にあっては、技術職員の増員

を図りながら、応能の処遇をし、市町村に対しての技術支援

や下水道の広域化、下水汚泥の共同処理化などを積極的に支

援すること。 

 

3.  首都直下型地震や豪雨による大規模災害を鑑み、県におい

ては流域下水道の災害対策はもとより、市町村の公共下水道

も含めて総合的な災害対策に取り組むこと。 

 

4.  今後、管渠や土木構造物が本格的に改築更新期を迎えるこ

とになるため耐震化についてはそれらの時期までに重点的に

取り組むこと。 

 

5.  道路陥没事故に鑑み、老朽化した下水道管が道路陥没の

原因となりうることから、設置から長期間経過した管渠につ

いて、計画的な特別調査を推進し、緊急性や重要度に応じた

修繕・更新を速やかに実施すること。 

 

6.  県内の下水道普及率を向上させるため、下水道事業の整備

促進を図ること。また、多発する豪雨による市街地の浸水被

害を軽減させるため、下水道の管渠や水路、貯留施設等の整

備を推進すること。 
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【１７．八潮市道路陥没事故関係】 

 

1.  道路陥没事故による被害を受けている全ての住民や事業

者に寄り添い、今後も適切に補償に関する対応を行うととも

に、事故対応に関する情報提供を積極的に行うなど、きめ細

やかな支援を行うこと。 

 

2.  下水道の管理主体たる責任として、下水道管の腐食と崩

落に至った原因・メカニズムを明らかにし、国が示してきた

調査手法や調査頻度の妥当性を検討し、補修・補強などのメ

ンテナンス技術と管路マネジメントの在り方の早期確立に

努めること。 

 

3.  八潮市道路陥没事故の復旧事業に関し、地方自治体と住

民の負担がないよう最大限の財政措置を行うとともに、地

方自治体と連携して新たな補償制度を創設するよう国に求

めること。 

 

4.  市町村や受益者の過度な負担とならないよう、地方自治

体の意見を十分に聴いた上で、国費の充当も含め、下水道施

設の改修・更新に係る費用負担の在り方を見直すとともに、

維持管理費用の低減を図るため、維持管理効率を高める方

策を検討するよう、国に求めること。 

 

5.  今後の人口動態や集住率、地形等の地域特性などを踏ま

え、適切な下水道管理区域の設定、合併浄化槽の有効活用、

複線化が必要な地域の選定などを行い、持続可能な下水道

管理体制について、あらゆる可能性を検討するよう国に求

めること。 
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6.  都道府県や市町村が、国の定めた基準等に基づく下水道

施設のマネジメントを確実に行えるように、国は十分な予

算を確保し、国庫補助率や地方交付税措置率を引き上げる

など、都道府県や市町村が受け取ることができる額の増額

を図るよう、国に求めること。 

 

7.  路面下探査技術の研究開発のための予算を十分確保する

とともに、産学官連携を推進し、研究機関や民間企業の研究

支援や新たな調査手法の導入推進を積極的に行うよう国に

求めること。 

 

 


	【頭】埼玉県議会自由民主党議員団ー令和８年度政策大綱
	【本体】埼玉県議会自由民主党議員団ー令和８年度政策大綱



